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プライバシーを保護できる窓口の例
（さいたま市南区サウスピア）

議場イメージ
（甲府市役所：甲府市HPより）

なし棚の風景

ソーラーパネルの例

わかりやすい案内カウンターの
イメージ

（さいたま市南区サウスピア）

わかりやすいサイン
（さいたま市南区サウスピア）

（１）市民を守る防災・防犯拠点としての庁舎

　①ＢＣＰを実現する災害対策機能の強化

　　ａ）災害対策室、防災無線室、防災設備室、市民安全課（防災）  

        を新築棟 2階に集約配置します。

　　ｂ）職員の夜間待機等に備え、10 名程度が仮眠することを考慮

        した災害対策室を設けます。

　　ｃ）災害時のバックアップ機能として、自家発電設備や受水槽を

　　　　設置します。

　②耐震性能の確保

　　ａ）構造体及び非構造部材の耐震性能を確保し、設備機器の耐震

　　　　化を図ります。また、什器・備品の転倒防止処置を行います。

　③防犯機能の強化

　　ａ）防犯機能の強化及び運転免許証の住所変更手続き等、市民の

　　　　利便性向上を図るため、（仮）印西警察署分庁舎を設置します。

２．基本方針

（５）市民の声が集約される議会機能を確保した庁舎

　①適正な規模設定

　　ａ）議員定数及び議会に出席する職員数に見合った議場の規模設    

        定とします。

　　ｂ）委員会室、議員控室、図書室、執行部控室等を適正な規模で

        確保します。

　②議場及び傍聴席のバリアフリー化

　　ａ）議場床は段差を設けますが、スロープを併設します。

　　ｂ）議員席、執行部席、傍聴席、それぞれに車椅子席を設けます。

　③情報化と情報発信機能の整備

　　ａ）現状の議場システムを見直し、ICT 化、及び情報発信機能

        を強化します。

　④利用率の向上

　　ａ）議場や委員会室の休会中の有効利用が図れるよう多機能化を

        検討します。

（４）効率的で働きやすい庁舎

　①執務機能の充実

　　ａ）オープンかつ情報漏洩対策の行き届いた執務空間を実現します。

　　ｂ）情報共有や連携を可能にする行政部門の配置、及び動線計画   

        とします。

　　ｃ）将来人口等に基づく適正な規模設定とします。

　　ｄ）OA フロアーの導入、庁内情報システムの一部無線化等 ICT    

        化を図ります。

　　ｅ）ダイヤルイン、コードレス化等、電話機能の充実を図ります。

　②書庫、収納スペースの確保

　　ａ）省スペース化のため、文書ファイリングシステムを導入します。

　　ｂ）物品の保存方法の見直しによる省スペース化を図ります。

　③会議室の確保

　　ａ）業務の種類や利用人数に合わせた多様な会議室、打合せスペース   

        を確保します。

　④福利厚生

　　ａ）働きやすく健康的な職場環境を整備します。

　　　　各階に打合せ室、地下１階には男女別の休憩室を設けます。

　　　　また、男女更衣室は各階に設けます。

　⑤効率的な部署配置

　　ａ）隣接する保健福祉センターとの連携を図り、執務の効率化と

　　　　庁舎の有効利用を図ります。

（７）市のシンボルとして市民が親しみをもてる白井市らしい庁舎

　①洗練された都市的な景観づくり

　　ａ）建物高さや色彩計画、外構計画等様々な視点から周辺環境に

　　　  与える影響を勘案し、周辺地域を先導する良好な景観形成を   

        目指します。

　　　　なお、外構計画にあっては、市民が「季節の移ろい」　「安ら   

        ぎ」を感じられるよう樹木の種類や配置を考慮します。

　②白井市らしさの発信

　　ａ）特産物である梨や梨棚をモチーフにした形態を取り入れる等、   

       白井市のシンボルとして市民に親しまれる庁舎を目指します。

（８）環境に配慮した庁舎

　　市としての先導的な役割を認識するとともに、費用対効果や建設

　　後の維持管理を踏まえ、環境に配慮した庁舎づくりを行います。

　①省エネルギー

　　ａ）高断熱、日射制御、昼光利用、太陽熱利用、自然換気の積極

　　　　利用等のパッシブ技術の導入、LED 照明、高効率空調設備等

　　　　の導入を検討し、省エネルギー化を図ります。

　②創・蓄エネルギー

　　ａ）太陽光発電を導入します。また、地中熱ヒートポンプ、蓄電・

　　　　蓄熱の導入は、費用対効果を重視し、採用を見合わせますが

　　　　今後の社会情勢の推移し、継続して検討します。

　③エネルギーマネジメントシステム

　　ａ）簡易 BEMS の導入によるエネルギー管理を導入します。

（９）市民の親しみと良好な職場環境が経済的に持続可能

     （サスティナブル）な庁舎

　　ａ）建設事業費（イニシャルコスト）、維持管理費（ランニング    

        コスト）を合わせたライフサイクルコストの抑制に配慮します。

　　ｂ）長寿命化に配慮した設計、建設後の計画的な保全により、将  

        来に渡り市民の親しみと良好な職場環境が経済的に維持され  

        る庁舎とします。

（３）個人情報、行政情報のセキュリティを強化した庁舎

　①情報管理の強化

　　ａ）サーバー室他、重要な情報を扱う部屋や、休日や夜間など 

        職員不在時の情報管理のため、IC カード等によるセキュリ

        ティシステムを導入します。

　　ｂ）サーバー室は、浸水等の災害を考慮して２階以上に配置し、

        地震対策のため免震床を採用します。また、自家発電設備に

        より、停電時の電源を確保します。

　②プライバシーの保護

　　ａ）現庁舎で不足しているプライバシー保護が必要な相談のため

        のスペースを拡充します。（衝立等によりプライバシーを保

        護できる個人相談窓口、防音に配慮した個人相談室）

（６）市民協働・市民活動に配慮した庁舎

　①コミュニティデザイン

　　ａ）市民とのコミュニケーションや協働を推進できるスペースを

　　　　確保します。

　②市民活動推進センター

　　ａ）現在白井駅前センターにある市民活動推進センター機能を移

　　　　設します。

　③多目的スペース

　　ａ）期日前投票、確定申告等に対応する大型でフレキシブルな空

　　　　間を確保します。また、市民ギャラリーとして活用すること

　　　　も検討します。

　④情報公開コーナーの充実

　　ａ）開かれた行政を目指し、情報発信の場を充実します。

（10）未来を見据え、変化にフレキシブルに対応できる庁舎

　　ａ）行政、組織等の変化によるプランの変更に対応可能な計画と 

        します。

　　ｂ）メンテナンスや、将来の更新を考慮した設備計画とします。

（２）全ての利用者にやさしい庁舎

　①ユニバーサルデザイン

　　ａ）誰もが快適に利用できる、「わかりやすい」「利用しやすい」

        「安全、安心」な庁舎を目指します。

　②ワンストップサービス

　　ａ）申請、届出、証明書の発行など、利用者の多い窓口について 

        は１，２階に集約配置し、「迷わせない・歩かせない・待た  

        せない」を実現するしくみ（ワンストップサービス）を導入

        します。

        その他、フロアマネージャーの配置、順番発券機の導入につ    

        いても検討します。

　③利用者にやさしいグランドデザイン

　　ａ）本庁舎と保健福祉センターを渡り廊下で接続し、市民の利便

        性向上を図ります。

　　ｂ）文化センターとの連携、白井駅からのアプローチを考慮して     

        庁舎南側にエントランスを設けます。

　　ｃ）効率的な配置と隣接する文化センター駐車場との相互活用等

        により駐車台数を確保します。また、駐車場から庁舎出入口   

        までの動線の安全性に配慮します。

　　ｄ）庁舎メインエントランス前には車寄せ、バス停、身障者用駐

　　　　車場、駐輪場と庁舎出入口をつなぐ屋根つきの通路（梨棚コ

　　　　リドール）を設けます。
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計画敷地

白井消防署

白井第一小学校

白井文化センター

北総鉄道北総線　白井駅

第 1種中高層住居専用地域

第 1種住居地域

第 2種住居地域

準工業地域

準工業地域

生産緑地

地区計画

都市計画公園

都市計画道路

第 1種低層住居専用地域

（㎡）

減築改修棟 新築棟 計 渡り廊下棟 計
（渡り廊下含む）

82.7282.7282.72FR

17.955,117.955,109.35418.501,1F4

94.434,294.434,286.823,118.501,1F3

85.982,285.982,252.962,133.020,1F2

1F 1,497.72 1,455.24 2,952.96 153.39 3,106.35

42.911,142.911,100.042.911,1F1B

合計 5,876.19 4,507.07 10,383.26 153.39 10,536.65

（坪） 1,778 1,364 3,142 47 3,189

造S造S造CRS造構

階数
地上4階
地下1階

階2上地階4上地

Ⅱ.計画概要

案内図
S=1/2500

２．敷地の概要

（１）敷地条件

　①所在地：千葉県白井市復 1123

　②用途地域：第一種中高層住居専用地域

　③建ぺい率・容積率：60％・200％

　④防火地域：指定なし

　⑤地域地区：第二種高度地区

　⑥日影規制：4h-2.5h ／ 4m

　⑦敷地面積：25,210.05 ㎡

　⑧接道・北側県道千葉ニュータウン北環状線

　　　　・東側・南側 -市道 25-002 号線

　　　　・西側ー県道白井停車場線

※減築改修棟について

・既存本庁舎（SRC 造、8階 /地下 1階）は昭和 56 年の新耐震基準施行前に設計された建物であり、

 現状耐震性能が不足（最小値：X方向 Is=0.55、Y 方向 Is=0.52）しています。

・5～ 8階を減築して軽量化することで、庁舎として必要な耐震性能 Is=0.75（0.6×1.25）以上を

　確保し改修する計画としています。

※

0 200 400 800

都市計画図

0 100 300 600

１．計画建物の概要

計画敷地計画敷地計画敷地

NN

NN
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）m（さ高数階造構）㎡（積面築建称名号番

05.43階8上地造CRS888.687,1舎庁①

8F 215.873 地下1階

7F 638.818

6F 900.269

5F 1,136.099

4F 1,132.507

3F 1,132.507

2F 1,052.399

1F 1,631.147

B1F 1,157.408

59.4階1上地造S060.134,1庫車②

09.3階1上地造S734.772庫倉③

51.2階1上地造S003.43ａ 場置車転自④

51.2階1上地造S005.42ｂ 場置車転自⑤

51.2階1上地造S007.41ｃ 場置車転自⑥

51.2階1上地造S007.41ｄ 場置車転自⑦

93.2階1上地造S000.01場乗スバ⑧

59.2階1上地造BC714.8場置みご⑨

47.61階3上地造CR部一、造S020.653,2ータンセ祉福健保⑩

3F 1,481.530 地下1階

2F 1,553.470

1F 2,156.780

B1F 242.340

59.2階1上地造S059.59場置車転自・庫車⑪

分部の等庫車279.350,6

6,053.97
容積率対称
延床面積

建ぺい率（％）

24.01

階1上地①1MTA行銀⑫

階1上地②1MTA行銀⑬

◇その他

※既存棟建物面積は、H13.7.23計画変更確認申請　第H13確更建築千葉県000033号による

16,288.356小計

計
（少数第３位切捨て）

16,288.35

容積率（％）敷地面積（㎡）

1,489.83

14,798.52

58.7025,210.05

備考

95.950

延床面積（㎡）

8,997.027

1,393.880

260.762

34.300

24.500

14.700

14.700

10.000

8.417

5,434.120

S=1/1200

白井文化センター

市道 25-002 号線

市道
25-002 号線

県
道
白
井
停
車
場
線

県道千葉ニュータウン　北環状線

白井
消防署

■現況配置図

電話交換センター
NTT 白井

⑩

③

⑨

①

⑤

④

②

⑦

⑥

⑫⑬
⑧

⑪

（２）既存建物の概要

□ 既存建物リスト

NN
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敷地面積

1123-1：24,929.74 ㎡

1123-7：　  257.46 ㎡

1123-8：　　22.85 ㎡

計　　　 25,210.05 ㎡

基準点座標一覧表

ＮＯ．３２

点名

ＮＯ．４５

５０１

－２３０３９．２９９

－２３４６１．１３３

－２２９３２．８８１

１９３８１．４８５

２０１２９．１４７

２０３３７．４５４

X座標 Y座標

世界測地系（測地成果2011）Ⅸ系
測量年月日：平成25年10月17日

（白井市管理2級基準点）

（白井市管理2級基準点）

（白井市管理2級基準点）

拡大図5
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２０１６４．１９１
２０１６２．６２４
２０１６１．１０８
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９１９０１１．０７３５２６
１８０８０６．５６８２５０
－２０４０９．４７２５５６
－３３２１３．０５９４２４
－３６８１９．８１２７６６
－３９７００．２０６６５６
－４２６００．４２１２０４
－４５８０２．６９５２６４
－４９２０６．２６６２８１
－５１７６２．９２９４７２
－７４５７５．８１２５００

－１０１２９２．３００１８６
－１１１４９９．３１１８３６
－９７４８６．１８８６３８
－７３２２２．２７６３８２
－６８９４８．２１１４８６
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－５７０７８．１５７１６２
－５３６５１．０４７２４８
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(Xn+1-Xn-1)Yn
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４．関係法令リスト （２）法規チェックリスト

（１）適用法令

　①法
建築基準法関連 ・新築棟：現行法規に適合させる。

法86条の7 建築基準法関連 ・減築改修棟とはエキスパンジョイントで構造上分離し、減築改修棟は、「耐震診
断基準」に適合させる。

令1条13

法7条の1、9 建築基準法関連 ・3棟は基準法上1棟扱いとなるため、工事期間中に庁舎を使用するには、仮使
用申請が必要となる。

法19条
令1第1項

敷地の衛生・安全 敷地および建築物の地盤の高さ、排水、衛生上必要な地盤改良等の処理、崖地
の安全性等。

法48条
法51条

用途地域等 第一種中高層住居専用地域であるため、庁舎（事務所等）の建設には建築基準
法48条の許可が必要。

法42条
法43条

敷地と道路 基準法上は２ｍ接道が必要。

　②条例
法52条 容積率 指定：200%

法53条 建ぺい率 指定：60%

法54条 外壁後退 規定なし。

令2第2項 平均地盤面 地盤面の定義

　　※上記は、平成２７年１月時点のものであり、各行政との協議は実施設計時に再度確認が必要である。 法56条

法56条 高度斜線 第二種高度地区

法56条の2 日影規制 4h-2.5h/4m

法22条 屋根不燃地域 該当。

法26条 防火壁 延べ面積1000㎡を超える建築物は防火壁による区画が必要。
※ただし、耐火建築物には適用されないため、適用しない。

法61条 防火地域内の
建築制限

防火地域の指定なし。

法62条 準防火地域内の
建築制限

防火地域の指定なし。

法27条 特殊建築物の構造

法35条の2
令128条の4

内装制限 階数3以上、延べ面積500㎡以上の為、該当。居室(1.2ｍ以下の
腰壁部分を除く)を難燃材料、通路・階段を準難燃材料とする。

令128条の3

令112条1項 面積区画

令112条2項 500㎡区画 耐火建築物のため、適用されない。
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道路斜線：適用距離20m、斜線勾配数値 1.25
隣地斜線：20mを超える部分について斜線勾配数値 1.25
北側斜線：なし

■建築基準法　集団規定

■建築基準法　防火規定

制限を受ける窓そ
の他の開口部を有
しない居室

床面積が50㎡を超える居室で窓その他の開口部の開放できる部分（天井又は天
井から下方80cm以内の距離にある部分に限る）の面積の合計が、当該居室の床
面積の1/50未満のものは、法第35条の2により内装制限あり。

区画面積＜1500㎡
第115条の2の2第1項第一号の準耐火構造の床・壁・特定防火設備で区画。

・建築基準法

・都市計画法

・消防法

・高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（バリアフリー新法）

・建築物における衛生的環境の確保に関する法律（ビル管理法）

・エネルギーの使用の合理化に関する法律（省エネ法）

・建設工事に係る資材の再資源化当に関する法律（建設リサイクル法）

・労働安全衛生法

・千葉県福祉のまちづくり条例

・千葉県建築基準法施行条例

・白井市まちづくり条例

■建築基準法　各棟の取り扱いについて

建築基準法関連 ・減築改修棟とはエキスパンジョイントで構造上分離し、減築改修棟は、減築する
ことにより「耐震診断基準」に適合させる。新築棟と保健福祉センターとは、渡り廊
下で接続する事により建築基準法上１棟として扱う。

建築物の各部の
高さ（斜線制限）



令112条3項 1000㎡区画 法21条（大規模な建築物の主要構造部）ただし書きを適用しないため、
適用されない。

令125条
第1項

避難階における屋
外への出入口

階段から屋外への出口≦歩行距離
居室屋外への出口≦歩行距離の2倍

令112条5項 11階以上高層区
画

4階建てのため、適用されない。 令125条の2

令112条9項 竪穴区画

■建築基準法　一般構造・設備

令2条1項8号 階数

令112条10項 スパンドレル

令21条 居室の天井高さ 天井の高さは2.1m以上必要。

令112条12・13項 異種用途区画 非該当 法28条
令19条

居室の採光 用途上、非該当。

令114条 114条区画 非該当 法28条
令20条の2

居室の換気 換気に有効な部分：床面積の1/20以上を確保。
（政令で定める技術的基準に従って換気設備を設けた場合を除く）

令112条14項 防火設備の構造 112条第1～5・8・13項の区画に用いる特定防火設備、
および第5・8・9・12項の区画に用いる防火設備の構造に適用

法28条の2 既存建物に石綿等が使用されていない旨の確認、及び建築材料としてクロロホル
ム等を使用しない。

令107条 耐火性能 間仕切・外壁（耐力壁）=1h／柱=1h／床=1h／梁=1h／屋根=0.5h／階段=0.5h

令107条の2 準耐火性能 耐火構造とするため、適用されない。 令126条の2
令126条の3

排煙設備 3階以上延床面積500㎡以上のため、該当。

■建築基準法　避難規定
令126条の4
令126条の5

非常用照明 居室、及び居室から地上に通じる廊下、階段その他の通路に設置。

階段 法34条
第2項

非常用昇降機 31ｍ以下のため、非該当。

令126条の6
令126条の7

非常用進入口 3階以上の階に非常用の進入口の設置が必要。

法33条 避雷設備 建物高さが20mを超えないため、設置不要。

令128条 敷地内の通路 避難階段及び出口から道又は公園、広場等に通ずる幅員1.5m以上の
通路を確保。

令26条 階段に代わる
傾斜路

・勾配＜1/8
・表面は粗面、又はすべりにくい仕上げとする。

福祉のまちづくり条例の付加
屋内：1/12以下、屋外：1/20以下

令27条

令119条 廊下の幅

令121条 2の直通階段の設
置

該当。2階の居室床面積が400㎡を超える場合、２以上の階段が必要。3・4階で
は居室床面積200㎡以上の場合に必要。

令120条 直通階段の設置 該当。避難階以外に居室を有する場合、直通階段が必要。

令120条 直通階段への歩行
距離

基本：50m(60m)以下／採光上の無窓居室：30m（40m）以下
※()は内装不燃化（仕上：準不燃）で+10mの場合

令121条
第3項

直通階段への重複
距離

重複区間＜歩行距離の1/2、ただし、重複区間を経由せず別の直通階段に至る
経路等が確保されている場合は適用されない。

令122条 避難階段の設置 5階以上に通じる直通階段は避難階段又は特別避難階段。
⇒4階建てのため、非該当。
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昇降機塔、装飾塔、物見塔その他これらに類する建築物の屋上部分で、水平投
影面積が建築面積の1/8以下のものは階数に算入しない。

令112条1～5項、9項までの床、壁、特定防火設備、防火設備に接する外壁は幅
900mm以上の部分を準耐火構造としなければならない。ただし、外壁面から500mm以
上突出した準耐火構造のひさし、床、そで壁を設ける場合を除く。
⇒令112条1項（面積区画）を区画する壁に接する外壁部分を適切に計画。

【地上階の階段】
・階段幅及び踊場≧1200/踏面≧200、蹴上≦240

【その他の階の階段】
・階段幅及び踊場≧750/踏面≧220、蹴上≦210

階段の両側には、手摺、側壁又はこれに代わるものを設置する。

特殊用途の階段
・昇降機機械室用階段（令129条の9より、蹴面≦23cm、踏上≧15cm、かつ両
側に側壁または手摺の設置）
・物見塔用階段等

令23条
令24条
令25条

第23～25条まで
適用されない特殊
用途の階段

屋外への出入口当
の施錠装置の構造
等主要構造部を準耐火構造とし、かつ、地階又は3階以上の階に居室を有する建

築物の、吹抜けとなっている部分、階段の部分、昇降機の昇降路の部分、ダクト
スペースの部分、その他これらに類する部分とその他の部分とを、準耐火構造の
床･壁･防火設備で区画。

避難階段から屋外に通ずる出口に設ける戸の施錠装置は屋内から鍵を用いるこ
となく解錠できるものとし、戸の近くの見やすい場所にその解錠方法を表示する。

3室以下の専用のものを除き、居室の床面積の合計が200㎡をこえる階：廊下幅
…両側居室 1.6m　片側居室 1.2m
各階を上記のとおり計画する。

■建築基準法　防火規定（続き）

石綿その他の物質
の飛散又は発散に
対する衛生上の措
置



■千葉県建築基準法施行条例

令21条 自動火災報知器 延べ面積　300㎡以上のため設置。

令21条-2 ガス漏れ火災警報 減築改修棟の地下1階は設置。

法4-12・4-13 定義、開発行為の対
象

本計画では非該当 令22条 漏電火災警報器 ラスモルタル造でないため不要。

令23条 消防機関通報装置 一般電話にて代替。

令24条 非常警報設備 自動火災報知設備にて設置免除

令26条 避難口誘導灯 どの階にあっても設置。（Ｃ級以上，矢印付はＢ級以上）

通路誘導灯 どの階にあっても設置。（Ｃ級以上）

客席誘導灯 設置義務なしのため不要。

令29条-2 非常コンセント設備 11階以下のため不要。

令11条 屋内消火栓 延床面積(耐火構造)≧3,000ｍ2のため設置。

令12条 スプリンクラー設備 防火対象物の用途により不要。

令14条 水噴霧消火設備 駐車の用に供しない。道路と建築物とが一体と認められる構造
ではないため不要。

令15条 泡消火設備

令16条 二酸化炭素消火
設備

令19条 屋外消火栓 1階＋2階(耐火構造)＜9000m2、同一敷地内に2以上の建物はないため不要。

令20条 動力消防ポンプ設
備

屋内消火栓設備の設置対象物のため不要。

令28条 排煙設備 階数3階以上、延床面積500㎡以上

令28条-2 連結散水設備 減築改修棟の地下１階は設置。

令29条 連結送水管設備 階数＜7、階数＜5且つ延床面積＜6,000m2のため不要。

条例3条-2 厨房ﾀﾞｸﾄ簡易消火
設備

厨房機器の設置なしのため不要。

令10条-1 消火器 延べ面積　300㎡以上のため設置。

規12-1-8 操作盤 設置義務なし。

令29条-3 無線通信補助設備 設置義務なし。
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■都市計画法、同施行令、同施行規則

開発行為：主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する
目的で行う土地の区画形質の変更
土地の「区画」の変更：道路、水路等の公共施設の新設、変更または、
廃止などを行うこと。
土地の「形」の変更：切土、盛土などにより土地の造成を行うこと。
土地の「質」の変更：宅地以外の土地（農地、雑種地等）を
宅地とすること。

延べ面積が1,000㎡を超える建築物の敷地は、道路に6ｍ以上接しなけ
ればならない。

大規模な建物の敷
地と道路との関係

第5条

■消防法、同施行令、同施行規則
※[ ]内数字は、主要構造部を準耐火構造＋内装制限、又は主要構造部を耐火構造とした建築物⇒2倍読み
 【】内数字は、主要構造部を耐火構造＋内装制限した建築物⇒3倍読み
・防火対象物・・・15項
・減築改修棟、新築改修棟、新築棟を消防法上1棟として扱う。
・保健福祉センターは渡り廊下の基準に適合させることにより、減築改修棟+新築棟とは消防法上、別棟として扱う。

不要。自動車の修理･整備の用に供しない。駐車の用に供しない。電気室＜
200m2。多量の火気を使用しない。通信機械室＜500m2。道路と建築物とが一
体と認められる構造ではない。

不要。飛行機・回転翼航空機の格納庫なし。屋上を回転翼航空機・垂直離着陸
航空機の発着の用に供しない。駐車の用に供しない。道路と建築物とが一体と認
められる構造ではない。



特別特定建築物

出入口

誘導　3条 廊下

誘導　4条 階段 誘導　11条 敷地内の通路

誘導　5条

誘導　6条

誘導　12条

誘導　14条

誘導　15条
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①車いす使用者用便房を設けているか（各階原則２％以上）
腰掛便座、手すり等が適切に配置されているか
(2)車いすで利用しやすいよう十分な空間が確保されているか
(3)車いす用便房及び出入り口は、幅８０ｃｍ以上であるか
(4)戸は車いす使用者が通過しやすく、前後に水平部分を設けているか
②水洗器具（オストメイト対応）を設けた便房を設けているか（各階1以上）
③車いす使用者用便房がない便所には腰掛便座、手すりが設けられた便房があ
るか（当該便所の近くに車いす使用者用便房のある便所を設ける場合を除く）
④床置式の小便器、壁掛式小便器（受け口の高さが３５ｃｍ以下のものに限る）そ
の他これらに類する小便器を設けているか（各階１以上）

便所誘導　9条

⑤不特定多数の者が利用する１以上のエレベーター・乗降ロビー
(1)④(2)、(4)、(5)、(7)を満たしているか
(2)かごの幅は１６０ｃｍ以上であるか
(3)かご及び昇降路の出入口の幅は９０ｃｍ以上であるか
(4)乗降ロビーは水平で、１８０ｃｍ角以上であるか
(5)かご内及び乗降ロビーに車いす使用者が利用しやすい制御装置を
設けているか
⑥不特定多数の者又は主として視覚障害者が利用する１以上のエレベーター・
乗降ロビー
(1)③のすべて又は⑤のすべてを満たしているか
(2)かご内に到着階・戸の閉鎖を知らせる音声装置を設けているか
(3)かご内及び乗降ロビーに点字その他の方法（文字等の浮き彫り又は音による
案内）により視覚障害者が利用しやすい制御装置を設けているか
(4)かご内又は乗降ロビーに到着するかごの昇降方向を知らせる音声装置を設け
ているか

エレベーター

①　出入口（便所・浴室等の出入口、基準適合出入口に併設された出入口
を除く）
(1)　幅は９０ｃｍ以上であるか
(2)　戸は車いす使用者が通過しやすく、前後に水平部分を設けているか
②　一以上の建物出入口
(1)　幅は１２０ｃｍ以上であるか
(2)　戸は自動に開閉し、前後に水平部分を設けているか

1条、令5条 「保健所、税務署その他不特定かつ多数の者が利用する官公署」は「特別特定
建築物」に該当する。

①必要階（多数の者が利用する居室又は車いす使用者用便房・駐車施設・客
室・浴室等のある階、地上階）に停止するエレベーターが１以上あるか
②多数の者／主として高齢者、障害者等が利用するすべてのエレベーター・
乗降ロビー
(1)かご及び昇降路の出入口の幅は８０ｃｍ以上であるか
(2)かごの奥行きは１３５ｃｍ以上であるか
(3)乗降ロビーは水平で、１５０ｃｍ角以上であるか
(4)かご内に停止予定階・現在位置を表示する装置を設けているか
(5)乗降ロビーに到着するかごの昇降方向を表示する装置を設けているか
③多数の者／主として高齢者、障害者等が利用する１以上のエレベーター・
乗降ロビー
(1)②のすべてを満たしているか
(2)かごの幅は１４０ｃｍ以上であるか
(3)かごは車いすが転回できる形状か
(4)かご内及び乗降ロビーに車いす使用者が利用しやすい制御装置を設けている
か
④不特定多数の者が利用するすべてのエレベーター・乗降ロビー
(1)かご及び昇降路の出入口の幅は８０ｃｍ以上であるか
(2)かごの奥行きは１３５ｃｍ以上であるか
(3)乗降ロビーは水平で、１５０ｃｍ角以上であるか
(4)かご内に停止予定階・現在位置を表示する装置を設けているか
(5)乗降ロビーに到着するかごの昇降方向を表示する装置を設けているか
(6)かごの幅は１４０ｃｍ以上であるか
(7)かごは車いすが転回できる形状か

傾斜路又はエレ
ベーターその他の
昇降機の設置

①階段以外に傾斜路・エレベーターその他の昇降機（２以上の階にわたるときは
第７条のエレベーターに限る）を設けているか
②上記①は車いす使用者の利用上支障がない場合は適用除外

傾斜路

■高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（以下：バリアフリー新法）、同施行令
■建築物移動等円滑化誘導基準

①幅は１５０ｃｍ以上（階段に併設する場合は１２０ｃｍ以上）であるか
②勾配は１／１２以下であるか
③高さ７５ｃｍ以内ごとに踏幅１５０ｃｍ以上の踊場を設けているか
④両側に手すりを設けているか　（高さ１６ｃｍ以下の傾斜部分は免除）
⑤表面は滑りにくい仕上げであるか
⑥前後の廊下等と識別しやすいものか
⑦点状ブロック等の敷設　（傾斜部分の上端に近接する踊場の部分）
⑧上記①から③は車いす使用者の利用上支障がない部分については適用除外

①　エレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設の配置を表示した案内板
等があるか（配置を容易に視認できる場合は除く）
②　エレベーターその他の昇降機、便所の配置を点字その他の方法（文字等の
浮き彫り又は音による案内）により視覚障害者に示す設備を設けているか
③　案内所を設けているか（①、②の代替措置）

①　幅は１４０ｃｍ以上であるか （手すりの幅は１０ｃｍ以内まで不算入）
②　けあげは１６ｃｍ以下であるか
③　踏面は３０ｃｍ以上であるか
④　両側に手すりを設けているか　（踊場を除く）
⑤　表面は滑りにくい仕上げであるか
⑥　段は識別しやすいものか
⑦　段はつまずきにくいものか
⑧　点状ブロック等の敷設　（段部分の上端に近接する踊場の部分）
⑨　主な階段を回り階段としていないか

誘導　7条

誘導　2条

① 幅は１８０ｃｍ以上（区間５０ｍ以内ごとに車いすが転回可能な場所がある場
合、１４０ｃｍ以上）であるか
② 表面は滑りにくい仕上げであるか
③　点状ブロック等の敷設　（階段又は傾斜路の上端に近接する部分）
④　戸は車いす使用者が通過しやすく、前後に水平部分を設けているか
⑤　側面に外開きの戸がある場合はアルコーブとしているか
⑥　突出物を設ける場合は視覚障害者の通行の安全上支障とならないよう措置
されているか
⑦　休憩設備を適切に設けているか
⑧　上記①、④は車いす使用者の利用上支障がない部分については適用除外

案内標示
（案内設備）

標識 ①エレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設があることの表示が見やす
い位置に設けているか
②標識は、内容が容易に識別できるものか（日本工業規格Ｚ８２１０に適合してい
るか）

①幅は１８０ｃｍ以上であるか
②表面は滑りにくい仕上げであるか
③戸は車いす使用者が通過しやすく、前後に水平部分を設けているか
④段がある部分
(1)幅は１４０ｃｍ以上であるか （手すりの幅は１０ｃｍ以内までは不算入）
(2)けあげは１６ｃｍ以下であるか
(3)踏面は３０ｃｍ以上であるか
(4)両側に手すりを設けているか
(5)識別しやすいものか
(6)つまずきにくいものか
⑤段以外に傾斜路又はエレベーターその他の昇降機を設けているか
⑥傾斜路
(1)幅は１５０ｃｍ以上（段に併設する場合は１２０ｃｍ以上）であるか
(2)勾配は１／１５以下であるか
(3)高さ７５ｃｍ以内ごとに踏幅１５０ｃｍ以上の踊場を設けているか　（勾配１／２０
以下の場合は免除）
(4)両側に手すりを設けているか　（高さ１６ｃｍ以下又は１／２０以下の傾斜部
分は免除）
(5)前後の通路と識別しやすいものか
⑦上記①、③、⑤、⑥(1)から(3)は地形の特殊性がある場合は車寄せから建物
出入口までに限る
⑧上記①、③、④、⑥(1)から(3)は車いす使用者の利用上支障がないものは適
用除外

車いす使用者用駐車施設を設けているか　（原則２％以上）
(1)幅は３５０ｃｍ以上であるか
(2)利用居室等までの経路が短い位置に設けられているか

駐車場



便所

廊下　傾斜路

客席

更衣室
及びシャワー室

浴室

エレベーター

カウンター
及び記載台

（１）　車いす使用者の利用に配慮した高さ
（２）　下部に車いす使用者が利用しやすい空間の設置

　

改札口
及びレジ通路

規則2条
別表第1　（わ）

券売機 （１）　金銭投入口及び操作ボタンは、車いす使用者が円滑に利用できる高さ等
（２）　点字による表示
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（１）利用者の用に供し、かつ、直接地上へ通じる出入口がない階
（２）床面積の合計（（１）で有の場合）
（３）エレベーターの設置
（４）エレベーターの構造
ア　かごの床面積は、1.83㎡以上
イ　かごの奥行きは、内法を1.35ｍ以上
ウ　かごの平面形状は、車いすの転回に支障のないもの
エ　かごの停止階、現在位置の表示装置の設置
オ　音声で、到着階、戸の閉鎖を知らせる装置の設置
カ　かご及びエレベーターの出入口の幅は、内法を８０㎝以上
キ　かご内及び昇降ロビーに、車いす使用者が利用しやすい制御装置（かご内
に、１以上のインターホンの設置）
ク　視覚障害者が円滑に操作できる制御装置の設置
ケ　かご内の左右両面の側板に、手すりの設置

（１）手すりの設置
（２）主たる階段に回り段の禁止
（３）表面は、滑りにくい仕上げ
（４）段は識別しやすいもの、かつ、つまづきにくい構造
（５）階段の上端に近接する廊下等及び踊場に注意喚起用床材の敷設

（１）  浴室の設置
（２）  脱衣室及び洗い場の出入口の幅は、内法を80㎝以上
（３）  出入口の戸は、車いす使用者が円滑に開閉して通過できる構造
（４）  出入口には、車いす使用者が通過する際に支障となる段の禁止
（５）  床面は、滑りにくい仕上げ
（６）  脱衣室、洗い場及び浴槽に、手すりの設置
（７）  水栓器具は操作が容易なものを設置

（１）利用者の用に供する便所の設置
（２）車いす使用者便房の構造
ア　車いす便房の面積
イ　腰掛便座の設置
ウ　手すりの設置
（３）車いす使用者便房及び便所の出入口の幅は、内法を80㎝以上
（４）出入口の戸は、車いす使用者が円滑に開閉して通過できる構造
（５）出入口に、車いす使用者が通過する際に支障となる段の禁止
（６）車いす使用者用便房を設置した旨を適切な方法での表示
（７）高齢者、障害者等が円滑に利用できる洗面器の設置
（８）床置き式で両側に手すりが適切に配置されている小便器の設置（１）直表面は、滑りにくい仕上げ

（２）段の構造
ア　手すりの設置
イ　回り段の禁止
ウ　表面は、滑りにくい仕上げ
エ　段は認識しやすいもの、かつ、つまずきにくい構造
オ　階段の上端に近接する廊下及び踊り場に注意喚起用床材の敷設
（３）直接地上に通じる出入口又は駐車場へ通じる出入口から各室の出入口に至
る経路のうち1以上の経路の構造
ア　廊下等の幅は、内法を1.2ｍ以上
イ　末端又は50m以内ごとの車いす転回スペースの確保
ウ　高低差がある場合の措置
（ア）傾斜路等の設置
（イ）車いす使用者用特殊構造昇降機の設置
エ　傾斜路等の構造
（ア）幅は、内法を1.2ｍ以上（段を併設する場合は、90cm以上）
（イ）こう配は、1／12以下（傾斜路の高さが16cm以下の場合は、1／8以下）
（ウ）高低差75cm以内ごとに踏幅1.5ｍ以上の踊場の設置
（エ）手すりの設置
（オ）表面は、滑りにくい仕上げ
（カ）識別しやすい傾斜路
オ　各出入口及びエレベーターの昇降路の出入口に接する部分の水平の確保
（４）情報提供を行う場所までの誘導用床材の敷設又は視覚障害者を誘導する
装置の設置

（５）傾斜路等の構造
ア　幅は、内法を1.2ｍ以上（段を併設する場合は、90cm以上）
イ　こう配は、1／12以下（傾斜路の高さが16cm以下の場合は、1／8以下）
ウ　高低差75cm以内ごとに踏幅1.5ｍ以上の踊り場の設置
エ　手すりの設置
オ　表面は、滑りにくい仕上げ
カ　傾斜路は廊下等の色と識別しやすいもの

（１）直接地上に通じる出入口のうち１以上の出入口の構造
ア　幅は、内法を80cm以上
イ　戸は、自動的に開閉又は円滑に開閉して通過可能
ウ　車椅子使用者が通過する際に支障となる段の禁止
（２）駐車場へ通じる出入口のうち１以上の出入口の構造
ア　幅は、内法を80cm以上
イ　戸は、自動的に開閉又は円滑に開閉して通過可能
ウ　車椅子使用者が通過する際に支障となる段の禁止
（３）各室の出入口のうち1以上の出入口の構造
ア　幅は、内法を80cm以上
イ　戸は、自動的に開閉又は円滑に開閉して通過可能
ウ　車椅子使用者が通過する際に支障となる段の禁止

（１）車いす使用者用客席の設置
（２）車いす使用者用客席の構造
ア　幅は、90㎝以上、奥行きは1.4ｍ以上
イ　車いす使用者用客席の前面及び側面に、落下防止の措置
（３）車いす使用者用客席に至る経路の構造
ア　幅は、内法を1.2m以上
イ　傾斜路等の構造
（ア）幅は、内法を1.2m以上（段を併設する場合は、90㎝以上）
（イ）こう配は、1／12以下（傾斜路の高さが16cm以下の場合は、1／8以下
（ウ）高低差75cm以内ごとに踏幅1.5ｍ以上の踊場の設置
（エ）手すりの設置
（オ）表面は、滑りにくい仕上げ
（４）車いす使用者用客席を設置した旨を適切な方法で表示

（１）更衣室及びシャワー室の設置
（２）出入口の幅は、内法を80㎝以上
（３）出入口の戸は、車いす使用者が円滑に開閉して通過できる構造
（４）出入口には、車いす使用者が通過する際に支障となる段の禁止
（５）床面は、滑りにくい仕上げ
（６）区画を設けない場合は、手すりを設置
（７）区画の構造
ア　出入口の幅は、内法を80㎝以上
イ　手すりの設置
ウ　シャワー用の区画の水栓器具は、操作が容易なものを設置

コ　かご内に、戸の開閉状態を確認する鏡の設置
サ　かごの出入口に、利用者を感知し、戸の閉鎖を自動的に静止できる装置の
設置
シ　昇降ロビーの幅及び奥行きは、1.5ｍ以上
ス 昇降ロビーに、音声で昇降方向を知らせる装置の設置

（１） 幅は、内法を80㎝以上とし、車いす使用者が円滑に通過できる構造
（２）　車いす使用者が通過する際に支障となる段の禁止

階段

規則2条
別表第1
（ろ）

規則2条
別表第1
（は）

出入口規則2条
別表第1
（い）

　■千葉県福祉のまちづくり条例、同施行規則　　用途：事務所

規則2条
別表第1
（に）

規則2条
別表第1
（ほ）

規則2条
別表第1
（へ）

規則2条
別表第1
（と）

規則2条
別表第1
（を）

規則2条
別表第1
（ち）

規則2条
別表第1
（ぬ）



敷地内の通路

白井市庁舎整備基本設計 18

株式会社ＩＮＡ新建築研究所　Institute of New Architecture Inc.

規則2条
別表第1
（た）

（１）高さ、文字の大きさ等の、高齢者、障害者等への配慮
（２）点字による表示
（３）車いす使用者用便所を設けた場合の表示

（１）車いす使用者用駐車施設の設置
（２）車いす使用者用駐車施設の構造
ア　車いす使用者用駐車施設へ通じる出入口に近い位置に設置
イ　幅は、3.5m以上
ウ　車いす使用者用駐車施設である旨の見やすい表示
（３）車いす使用者用駐車施設に至る通路の構造
ア　表面は、滑りにくい仕上げ
イ　段の構造
（ア）手すりの設置
（イ）回り段の禁止
（ウ）表面は、滑りにくい仕上げ
（エ）段は識別しやすいもの、かつ、つまづきにくい構造
ウ　排水溝の構造
（ア）車いす使用者が通過する際に支障がない構造
（イ）車いすのキャスター及びつえ等が落ち込まない溝ぶたの設置
エ　1以上の通路の構造
（ア）幅員は、1.2m以上
（イ）高低差がある場合の措置
a　傾斜路等の設置
b　車いす使用者用特殊構造昇降機の設置
（ウ）傾斜路等の構造
a　幅は、内法を1.2m以上（段を併設する場合は、90㎝以上
b　こう配は、1／12以下
（傾斜路の高さが16cm以下の場合は、1／8以下）
c　高低差75㎝以内ごとに踏幅1.5m以上の踊場の設置
d　手すりの設置
e　表面は、滑りにくい仕上げ
f　識別しやすい傾斜路

駐車場

（１）表面は、滑りにくい仕上げ
（２）段の構造
ア　手すりの設置
イ　回り段の禁止
ウ　表面は、滑りにくい仕上げ
エ　段は識別しやすいもの、かつ、つまずきにくい構造
（３）排水溝の構造
ア　車いす使用者が通過する際に支障がない構造
イ　車いすのキャスター及びつえ等が落ち込まない溝ぶたの設置（４）道
等又は車いす使用者用駐車施設に至る１以上の通路の構造
ア　幅員は、1.2m以
イ　高低差がある場合の措置
（ア）傾斜路等の設置
（イ）車いす使用者用特殊構造昇降機の設置
ウ　傾斜路等の構造
幅は、内法を1.2m以上（段を併設する場合は、90㎝以上）
（イ）こう配は、1／12以下
（傾斜路の高さが16cm以下の場合は、1／8以下）
（ウ）高低差75㎝以内ごとに踏幅1.5mの踊場の設置
（エ）手すりの設置
（オ）表面は、滑りにくい仕上げ
（カ）識別しやすい傾斜路
（５）直接地上へ通じる出入口から道等に至る１以上の通路の構造
ア　誘導用床材の敷設又は音声誘導装置の設置等
イ　車路に接する部分等に注意喚起用床材の敷設

規則2条
別表第1
（か）

規則2条
別表第1
（よ）

案内標示
（案内設備）
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自然採光・自然通風

自然採光・自然通風

東側階段

（４）執務スペースの計画

・カウンターに座ったときの必要寸法⇒ 600
・車椅子が通過できる寸法⇒900
・600+900＝1,500

①快適な執務環境

　・執務室は西日を避けた南・北面に配置し、自然通風、自然採光を取り入れた快適な

　　環境を確保します。

②レイアウトの自由度が高い執務室

　・執務室内には、柱を配置しない構造計画により、見通しが良く、自由な家具レイア

　　ウトを可能にするフレキシブルな空間を確保します。

③モデュラープランによる合理的な家具レイアウト

　・3.6ｍを基準とするモデュラープランを採用することにより、無駄のない合理的な

　　家具レイアウトとし、将来の組織変更やレイアウト変更にも柔軟に対応します。

④プライバシーに配慮した相談室

　・各相談室は遮音性を確保し、利用者のプライバシーに配慮します。特にプライバシー

　　に配慮すべき相談室は減築改修棟２、３階の東側に設け、階段から直接アプローチで

　　きる計画です。

⑤充実した会議・打合せスペース

　・会議室は各階・各棟毎に設けた使いやすい計画です。業務の種類や利用人数に合わせ

　　３６㎡～２２２㎡の規模設定としています。

　・打合せコーナーは来庁者との打合せが多い環境建設部前の共用部及び新築棟２、３階

　　EV ホール横に設けます。

⑥更衣室・打合室及び書庫の適正な配置

　・更衣室を各階の中央付近に１ヶ所、打合せ室 (職員用 )・給湯室は新築棟・減築改修

　　棟の各階２ヶ所設け、職員の利便性に配慮します。

　・書庫は執務室に隣接もしくは近接させた利用しやすく防犯性に優れた計画です。

NN

・車椅子が通過できる寸法⇒900

凡例凡例凡例

執務室

会議室

相談室

打合せ室･給湯室･更衣室

トイレ

階段･ＥＶ
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議員席　：24 席 ( 予備含む )
　　　　(うち車いす対応数席 )
執行部席：27 席
　　　　(うち車いす対応数席 )

傍聴席：38 席 ( 現状同数 )
　　　　+3 席 ( 車いす用 )

記者席：8席

議長席：1席

対面式議場レイアウトの例 -２　（平塚市役所議場）

対面式議場レイアウトの例 -１　（甲府市役所議場）
（甲府市ホームページより）

（平塚市ホームページより）

S=1/400

S=1/200

（５）議会ゾーンの計画

①動線計画

　市民（傍聴者）と、議員、執行部職員の動線を明確に分離する計画とします。

　a）市民（傍聴者）動線

　　　・新築棟のエレベーターまたは、階段にて４階へアクセスし、傍聴者ロビーから傍聴席

　　　　へと至る動線計画とします。

　　　・傍聴席最上段の車いす利用者席へは、床の段差無くアプローチできます。

　b）議員動線

　　　・議会関連諸室を１フロアーに集約することにより、議員控室から議場、大・中委員会

　　　　室へスムーズに移動できる計画です。

　c）執行部動線

　　　・減築改修棟のエレベーターまたは、階段にて４階へアクセスし、執行部控室へ至る動

　　　　線計画とします。

　　　・執行部控室から執行部席へは専用動線を確保します。

③議場計画

　　　・市民に開かれた議会を目指し、傍聴席から

　　　　議員、執行部の双方を見やすい対面式のレ

　　　　イアウトを採用します。

  　　 ・家具は固定式とし、既存家具の移設を検討　　

　　　　します。

　　　・発言者への視界を確保するため、議場床に　　

　　　　は段差を設けますが、スロープを設けるこ　　

　　　　とにより、バリアフリーに配慮します。

　　　・休会中の議場については、多目的に利用す　　

　　　　る方向で運用方法については、今後検討し

　　　　ます。

②ゾーニング計画

　　　・フロアの中心、減築改修棟 EV ホールの前に

　　　　議会事務局を配置し、東側を議員控室等、西

　　　　側を議場、大・中委員会室とする明快なゾー

　　　　ニングにより、使いやすく管理しやすい計画

　　　　とします。

 　　 ・議長室、副議長室は、議会事務局と隣接さ

　　　　せた連携が容易な計画です。

議場議場
執行部控室執行部控室

中委員会室中委員会室

大委員会室大委員会室

議会議会
事務局事務局

議長室議長室

図書室図書室

副議長副議長
室

議員議員
控室控室
4

議員議員
控室控室
5

議員議員
控室控室
6

議員議員
控室控室
7

議員議員
控室控室
1

議員議員
控室控室
2

議員議員
控室控室
3

モニターモニター
室 倉庫倉庫

傍聴ロビー傍聴ロビー

1/12 スロープ

1/12 スロープ

+600

±0

+600

+600

+500 +400

±0

+100

+200
+200

+100

±0

±0

±0

±0

+100

+200

±0

+100

+200

+600

+600

+500 +400

±0

+600

倉庫

機械室機械室

議員席議員席
(24 席 )(24 席 )

議場

EV

EV

モニター
室 倉庫

執行部控室

EV

傍聴席傍聴席
(38 席 )(38 席 )

車いす席車いす席
(3 席 )(3 席 )

議長席議長席

記者席記者席
(8 席 )(8 席 )

執行部席執行部席
(27 席 )(27 席 )

議員動線

執行部動線

傍聴者動線

図書室

議会事務局

議長･副議長室 ,議員控室

議場・議会委員会室等

管理扉

NN

NN

±0

内は床レベルを示す (単位はミリ）

内は床レベルを示す (単位はミリ）

±0
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市民サービスのつながり市民サービスのつながり市民サービスのつながり

市民活動のつながり市民活動のつながり市民活動のつながり

減築改修棟１階の壁面にはピクチャーレールを設け、

展示壁として活用します

減築改修棟１階の壁面にはピクチャーレールを設け、

展示壁として活用します

減築改修棟１階の壁面にはピクチャーレールを設け、

展示壁として活用します

総合

エントランス

総合

エントランス

総合

エントランス

保健福祉センター

エントランス

保健福祉センター

エントランス

保健福祉センター

エントランス

市民活動

エントランス

市民活動

エントランス

市民活動

エントランス

多目的スペースの

一体利用

多目的スペースの

一体利用

多目的スペースの

一体利用

総合案内
カウンター
総合案内
カウンター
総合案内
カウンター

繁忙期
客溜りスペース

繁忙期
客溜りスペース
繁忙期

客溜りスペース

会議室会議室会議室

（仮）印西警察署分庁舎（仮）印西警察署分庁舎（仮）印西警察署分庁舎

・多目的スペース
・市民ギャラリー
・期日前投票会場

・多目的スペース
・市民ギャラリー
・期日前投票会場

・多目的スペース
・市民ギャラリー
・期日前投票会場

多目的
スペース等
多目的
スペース等
多目的
スペース等

エントランス
ホール

エントランス
ホール

エントランス
ホール

市民活動センター市民活動センター市民活動センター

執務室執務室執務室
・会計課
・福祉関係課
・会計課
・福祉関係課

・市民課
・保健年金課
・市民課
・保健年金課

執務室執務室執務室

・市民活動支援課
・市民安全課 ( 防犯 )
・市民活動支援課
・市民安全課 ( 防犯 )

執務室執務室執務室
情報
コーナー
情報
コーナー
情報
コーナー

売店･軽食
コーナー等
売店･軽食
コーナー等
売店･軽食
コーナー等

軽食テラス軽食テラス軽食テラス

市民ホール市民ホール市民ホール

喫茶
たんぽぽ
喫茶
たんぽぽ
喫茶
たんぽぽ

ロビーロビーロビー

１階平面図

（６）市民活動スペースの計画
　　　・市民ホールから市民活動エントランスへと、情報コーナー、売店・軽食コーナー、市民活動

　　　　支援課の窓口、市民活動推進センター、多目的スペース等の市民活動に関連するスペースを

　　　　設け、活動のつながりに配慮した計画とします。

　　　・保健福祉センターと屋内の渡り廊下でつなぐことにより、連携を改善し、市民サービスの向

　　　　上を図ります。

①多目的スペース等

　・減築改修棟のエントランスホールに隣接して

　　設け、間仕切りを可動とすることにより、市

　　民ギャラリーや期日前投票会場等として、ホー

　　ルと一体的な利用も可能な設えとします。

②市民活動推進センター

　・２分割できる専用の会議室、作業室、倉庫を

　　設けます。市民参加の向上に配慮し、活動の

　　様子が見えるガラス間仕切りを用いた開放的

　　なスペースづくりとします。
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OPEN
平日 8:30 ～ 17:15

OPEN
平日 8:30 ～ 21:00

OPEN
平日 8:30 ～ 17:15

OPEN
平日 8:30 ～ 17:15

OPEN
平日 8:30 ～ 17:15

OPEN
平日 8:30 ～ 21:00
休日 9:00 ～ 21:00

OPEN
平日 8:30 ～ 21:00
休日 9:00 ～ 21:00

OPEN
平日 8:30 ～ 21:00
休日 8:30 ～ 17:00

OPEN
平日 8:30 ～ 21:00
休日 9:00 ～ 21:00

■管理区画ライン

平日 17:15 ～及び休日区画ライン

休日区画ライン

EV・階段

■平日 8:30 ～ 17:15 使用エリア

■平日 8:30 ～ 21:00 使用エリア

■24h 使用想定エリア

■平日 8:30 ～ 21:00 及び
　休日 9:00 ～ 21:00 使用エリア

＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋

＋ ＋

＋

■時間外受付対応エリア

（７）セキュリティ計画
　　　・市民のプライバシーに関する情報や、行政情報の漏洩を防ぐた

　　　　め、防犯性の高い計画とします。

　　　・市役所機能とは異なる、市民活動関連諸室や、（仮）印西警察

　　　　署分庁舎を併設するため、それらとの管理区分を明確にします。

　　　・減築改修棟１階の市民活動エリアは、他の市役所部分と利用　

　　　　時間が異なることが想定されます。管理用シャッターや扉にて

　　　　区画することにより、セキュリティを確保します。

　　　・（仮）印西警察署分庁舎は 24 時間稼動の可能性もあり、壁と扉

　　　　による専用区画とし、専用のエントランスを設けることにより

　　　　セキュリティを強化します。

総合案内
カウンター
総合案内
カウンター
総合案内
カウンター

会議室会議室会議室

（仮）印西警察署分庁舎（仮）印西警察署分庁舎（仮）印西警察署分庁舎

・多目的スペース
・市民ギャラリー
・期日前投票会場

・多目的スペース
・市民ギャラリー
・期日前投票会場

・多目的スペース
・市民ギャラリー
・期日前投票会場

市民活動推進センター市民活動推進センター市民活動推進センター執務室執務室執務室

執務室執務室執務室

執務室執務室執務室

情報
コーナー
情報
コーナー
情報
コーナー

中央
監視室
中央
監視室
中央
監視室

守衛室
（時間外受付）
守衛室

（時間外受付）
守衛室

（時間外受付）

売店･軽食
コーナー等
売店･軽食
コーナー等
売店･軽食
コーナー等

市民ホール市民ホール市民ホール

EVEVEV

EVEVEV
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男 女 計(人)

１F 36 35 71

２F 25 24 49

３F 30 29 59

４F 0 0 0

計 91 88 179

新築棟

男 女 計(人)

１F 9 8 17

２F 34 34 68

３F 20 19 39

４F 15 15 30

計 66 63 129

減築改修棟

空気調和衛生工学会の算定方法に基づき適正
器具数を算定します。

今回は任意利用型(随時利用できるタイプ)の
事務所のグラフを採用します。

新築棟、減築改修棟の各階毎の職員数を集計し
利用人数とします。

設定した人数を算定グラフに当てはめる事により必要器具数を
導き出します。

待ち時間を用いてサービスの内容を多段
階で評価する。

（８）トイレ器具計画

ａ）適正器具数算定の基準

①前提条件

ｂ）建物の種類による算定方法の分類

ｃ）サービスレベルによる評価方法

③器具数算定

レベル1：待ち時間が少ない良好なサービスレベル。
         待ち時間が器具占有時間の1/2。

レベル2：一般的なサービスレベル。
         待ち時間が器具占有時間と等しい。

レベル3：最低限のレベル。
         待ち時間が器具占有時間の2倍（大便器のみ1.5倍）。

□平成31年推定職員数により算定します。
□男女比は5：5と仮定します。
□各棟職員数

□最も職員数が多い、新築棟1階の算定例を示します。
□レベル1を満たすことを目標に器具数を算定します。

②人数の設定

＝レベル1 ＝レベル2 ＝レベル3

：計画人数

：同数の器具数でまかなえる最大人数

0

2

4

6

8

人員（人）

50 100 150 200

（個）

器
具
数

36人 60人

男子大便器

0

1

2

3

4

人員（人）

5

6

7

50 100 150 200

（個）

器
具
数

35人 50人

女子大便器

0

1

2

3

4

人員（人）

5

6

7

50 100 150 200

（個）

器
具
数

35人 85人

女子洗面器

0

2

4

6

8

人員（人）

50 100 150 200

（個）

器
具
数

36人 50人

男子小便器

50 100 150 200
0

1

2

3

4

人員（人）

（個）

器
具
数

36人 65人

男子洗面器

同様に各棟各階の必要器具数を算定します。

グラフより求められたレベル1を満たすために、必要な器具数とサービスレベルについてまとめます。

職員数を基に器具数を設定しましたが、同じ器具数で賄える人数に余裕があること、新築棟と減築改修棟
は1棟であり両棟のトイレも利用可能であることから来庁者を考慮して十分な器具数を確保できています。

※車椅子利用者用トイレは各階に設ける計画としました。

※新築棟1階福祉関係課の職員数の職員数は31名と仮定
します。
※市民活動推進センターの職員数は5名と仮定します。
※議員数は25名と仮定します。

④算定結果及び計画器具数

※空気調和・衛生工学会「衛星器具の適正個数の算定法(1)～(8)」より

任意利用型任意利用型

限定利用型

       事務所事務所

商業施設

病院

寮・寄宿舎

      劇場

学校                        

大便器 小便器 洗面器 大便器 洗面器

設定人数

必要器具数 2 2 2 2 3

計画器具数 4 4 4 4 4

計画数で賄える人数 60 50 60 20 85

設定人数 49 49 49 49 49

必要器具数 2 2 2 3 3

計画器具数 5 6 4 6 6

計画数で賄える人数 60 50 60 50 85

設定人数

必要器具数 2 2 2 3 3

計画器具数 4 5 4 6 5

計画数で賄える人数 60 50 60 50 85

設定人数

必要器具数 2 2 2 3 3

計画器具数 6 6 6 7 7

計画数で賄える人数 60 50 60 50 85

59 58

44

新築棟・減築改修棟一体として算定した場合

器具名

男子 女子

4F

3F

3 2

2F

1F

大便器 小便器 洗面器 大便器 洗面器 大便器 小便器 洗面器 大便器 洗面器

設定人数

必要器具数 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3

計画器具数 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

計画数で賄える人数 60 50 60 20 85 60 50 60 20 85

設定人数

必要器具数 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3

計画器具数 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3

計画数で賄える人数 60 50 60 50 85 60 50 60 50 90

設定人数

必要器具数 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3

計画器具数 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2

計画数で賄える人数 60 50 60 50 85 60 50 60 50 85

設定人数

必要器具数 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3

計画器具数 4 4 4 4 4 2 2 2 3 3

計画数で賄える人数 60 50 60 50 85 60 50 60 20 85

減築改修棟新築棟

器具名

1F

3425 24

9 836 35

男子 女子

4F

2F

3F

男子 女子

3 20

20 1930 29
サービスレベル(秒)（最大待ち時間による評価）

レベル 1

男子大便器 30 60 90
男子小便器 15 30 60
男子洗面器 5 10 20
女子大便器 30 60 90
女子洗面器 10 20 40

レベル 2 レベル 3



2 層吹抜の市民ホールとオープンな階段により

目的の場所までのルートがわかりやすい計画です
床レベル差は歩道並みの緩やかな勾配で

接続します

内は床レベル差を示す。単位はミリ
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（１）減築改修棟の断面計画

（２）新築棟の断面計画

３．断面計画

ＯＡフロア

■新築棟の執務室　断面■減築改修棟の執務室断面

メンテナンス兼用庇

執務室 執務室 執務室

執務室
プランター台プランター台

日除け庇日除け庇

廊下 廊下

新築棟 減築改修棟

▽1FL ▽1FL

▽2FL

▽3FL

▽4FL

▽RFL

▽2FL

▽3FL

▽4FL

▽RFL

250mm

100mm

100mm

・ 既存躯体を傷めることなく、既存のダクトルート等を利用して効率的な設備計画を行い、出来るだ

  け天井高を確保します。

・ 執務室は OA フロアーの高さを 40ｍｍにおさえ天井高 2660ｍｍとし、設備の幹線ルートとなる通路 

  部分は既存同様に天井高さ 2350ｍｍを確保します。

・ 議場は無柱空間とするため、既存の柱、梁及び５階床スラブを撤去し、新たに鉄骨で屋根を架け、  

  議場空間として必要な天井高さを確保します。

・ 議場床は着席時の視界を確保するため、FL±0 ～ +200 までの段差を設け、傍聴席については  

  FL+400ｍｍ～ +600ｍｍとします。

（３）各棟の接続について

・ 一体的に接続する新築・減築改修棟間の床レベル差は最小限とし、歩道並みの緩やかな勾配で結びます。

・ 新築・減築改修棟間を優先し、保健福祉センターとの床レベル差は大きくなりますが渡り廊下にバリアフリー法に準拠じた

  スロープを設け解消する計画です。

  (17 ページ法チェックリスト参照）

・ 減築改修棟とスムーズな接続に配慮した上で適正な天井高を確保する計画とします。

・ 執務室と通路は天井高 2800ｍｍの一体的な空間とし、見通し良く、将来のレイアウト変更に柔軟に対

  応出来る計画とします。

・ １階市民ホールは２層吹抜けとします。２階窓口へ視認性を確保したわかりやすい計画です。 

・ １階床レベルは外部から段差を設けずに緩やかな勾配でアプローチできる設定とします。

・ ４階床レベルは傍聴席床レベルに合わせます。傍聴席ロビーから段差なくアプローチできるように

  します。
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■断面図　S=1/200
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親しみやすく象徴的な外観イメージ

■ 洗練された都市的な景観づくり

　ガラスと日除け庇の水平ラインによる統一したイメージに新築棟はシンボリックな議場ロビー、減築改修棟は陸屋根に議場屋根が浮かぶシンプルで洗練された外観とします。

　外装材は低層部と上層部のイメージを切り替え保健福祉センターとの調和を図ります。

　新築・減築改修・保健福祉の 3棟が融合された新しい庁舎の顔づくりは白井市らしい親しみやすくサスティナブルなイメージを発信します。

　

■　特産物「梨」をモチーフにした象徴的な外観

　新築・減築改修庁舎前に梨棚をデザインモチーフにしたコリドールを設けます。両庁舎を結び一体感を演出する新しい顔づくりの提案です。

外壁・窓のメンテナンスと日除け庇を兼ねた
メンテナンス庇

４．立面計画

北側立面図

南側立面図

日除け庇

シンボリックな議場ロビー ガラス水平ライン上階の軽快なイメージづくりと
メンテナンス性を考慮した外装材

象徴的に浮かぶ
議場屋根

梨棚コリドール
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屋根　　：

外壁　　：

コンクリート増打（水勾配）の上断熱材＋露出アスファルト防水    　　　　　　　　議場屋根：　　ガルバリウム鋼板　フラットルーフ

既存タイル部　　一部ピンネット工法の上押出成形セメント板　ｔ＝27mm（リブ付）（フッ素樹脂工場塗装）・既存塗装仕上部　エポキシ注入の上弾性吹付タイル　一部押出成形セメント板　ｔ＝27mm（リブ付）（フッ素樹脂工場塗装）

屋根　　：

外壁　　：

断熱材＋アスファルト防水の上押えコンクリート

押出成形セメント板　ｔ＝60mm（フラット・リブ付）（フッ素樹脂工場塗装）

エントランスホール・市民ホール
多目的スペース

磁器質タイル 磁器質タイル
メラミン不燃化粧合板

石膏ボード　EP
岩綿吸音板

岩綿吸音板石膏ボード　EPビニル巾木
タイルカーペット

OAフロア
執務室

岩綿吸音板石膏ボード　EPビニル巾木
タイルカーペット

OAフロア
会議室・相談室

市長室・副市長室・市長公室・特別会議室
タイルカーペット

OAフロア
木製巾木

腰下：木練り付

腰上：クロス貼
岩綿吸音板

議場・傍聴席
タイルカーペット

鋼製床組
木製巾木

メラミン不燃化粧合板

石膏ボード　EP
岩綿吸音板

腰下：木練り付

腰上：クロス貼
傍聴ロビー タイルカーペット ビニル巾木 岩綿吸音板

ビニル巾木 石膏ボード　EP 岩綿吸音板大委員会室・中委員会室
タイルカーペット

OAフロア

議長室・副議長室・議員控室
タイルカーペット

OAフロア
木製巾木

腰下：木練り付

腰上：クロス貼
岩綿吸音板

市民活動推進センター
タイルカーペット

OAフロア
ビニル巾木 石膏ボード　EP 岩綿吸音板

岩綿吸音板石膏ボード　EPビニル巾木ビニル床シート打合室・給湯室・更衣室

岩綿吸音板化粧ケイカル板ビニル巾木ビニル床シートWC

化粧石膏ボード石膏ボード　EPビニル巾木ビニル床シート倉庫・書庫

岩綿吸音板石膏ボード　EP
ビニル巾木

（１階は磁器質タイル）（１階は磁器質タイル）
タイルカーペット

EVホール

岩綿吸音板石膏ボード　EPビニル巾木ビニル床シート階段室

天井

押出成形セメント板(リブ付)

ビニル床シート

タイルカーペット

壁巾木床室名

岩綿吸音版

メラミン不燃化粧合板

OAフロア

５.内外装計画

（１）外部仕上の考え方

　・華美にならない機能的な外装とし、既存の保健福祉センターや周辺環境と調和した景観づくりに

　　配慮します。

　・ライフサイクルコストを考慮した長寿命でメンテナンスの容易な材料を選択します。

　・減築改修棟低層部の既存塗装仕上面については、既存躯体クラック補修の上新たに仕上を行い、

　　上層部については、将来のメンテナンス性を考慮し、押出成形セメント板でカバーする仕上とし

　　ます。

　・減築改修棟の既存タイル仕上面については、剥落防止策と将来のメンテナンス性を考慮し、押出

　　成形セメント板でカバーする仕上とします。

■外部仕上表（減築改修棟）

■外部仕上表（新築棟）

■内部仕上表（新築棟・減築改修棟とも共通）

（２）内部仕上の考え方

　・標準的な庁舎仕様を基本とし、耐久性、防汚性、清掃の容易さ、更新性に優れた材料を選択します。

　・執務室、会議室、議場等の主要居室は適切な吸音性能を考慮した仕上とします。

　・仕上材及びその下地は、有害な化学物質が限りなく少ない材料（F☆☆☆☆）を選択します。



議場議場議場

北面からの安定した採光北面からの安定した採光北面からの安定した採光

プランター台
( 緑のカーテン )
プランター台
( 緑のカーテン )
プランター台
( 緑のカーテン )LED 高効率照明LED高効率照明LED高効率照明

自然換気・自然通風自然換気・自然通風自然換気・自然通風

太陽光発電太陽光発電太陽光発電

執務室執務室執務室更衣室更衣室更衣室

減築改修棟 環境配慮イメージ

執務室執務室執務室 ＷＣＷＣＷＣ

執務室執務室執務室

執務室執務室執務室執務室執務室執務室

中委員会室中委員会室中委員会室 大委員会室大委員会室大委員会室

市民ホール市民ホール市民ホール
高断熱ガラス高断熱ガラス高断熱ガラス

昼光センサー昼光センサー昼光センサー

メンテナンス
兼用庇

メンテナンス
兼用庇

メンテナンス
兼用庇

人感センサー人感センサー人感センサー

雨水貯留槽雨水貯留槽雨水貯留槽 中水槽中水槽中水槽

LED 高効率照明LED高効率照明LED高効率照明

自然換気・自然通風自然換気・自然通風自然換気・自然通風

新築棟 環境配慮イメージ
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６．環境配慮計画

　　建設後の維持管理を踏まえた費用対効果を重視し、市庁舎として先導的な役割を担う省・創・蓄

　エネルギー及びエネルギーマネジメントシステムを導入します。

（１）省エネルギー

　①パッシブ技術の導入

　　a）減築改修棟

　　・窓にプランター台兼用庇を設けて緑のカーテンにも対応し、真夏の直射日光を制御します。

　　・サッシは全面改修し、高断熱ガラスを用い、断熱性を高めます。

　　・議場にも自然採光・自然通風を確保する計画です。

　　b）新築棟

　　・メンテナンス用庇により真夏の直射日光を制御します。

　　・高断熱ガラスを用い、断熱性を高めます。

　　・熱負荷の大きい西日を避けた計画です。南北面窓により自然採光、自然通風を確保します。

　②高効率設備システムの導入

　　a）LED 照明

　　・照明器具については省エネルギーな LED 照明を導入します。

　　b）照明センサー

　　・執務室には、周りの明るさを感知して照度を調節する昼光センサーを導入します。また、トイ

　　　レには人の所在を感知して照明を点灯、消灯する人感センサーを導入します。

　③自然エネルギーの利用

　　a）雨水再利用

　　・建物上に降った雨水を地下ピット内に貯留し、ろ過処理を行った上でトイレの洗浄水等に再利

　　　用します。

　　・通常の給水方式と比べて水道料金の削減が図れるものの、ろ過機や配管等の追加及び機器の運

　　　転、メンテナンス費用により、費用対効果は望めませんが、「白井市第２次環境基本計画」　　

　　　を踏まえ、地域の水資源節約の先導的役割を重視し導入します。

（２）創・蓄エネルギー

　①再生可能エネルギーによる創エネルギー

　　a）太陽光発電

　　・太陽光発電パネルは、発電効率が良い屋上で設置可能な箇所を検討した結果、議場屋根及び新築棟の一部を利用して

　　　最大限 50kw の設置が可能です。

  　 ・50kw の設置について補助金導入による庁内利用又は全量売電を想定してコスト検討の結果、14 ～ 17 年程度でイニ    

　　  シャルコストを償却できます。

　　・建設費減額案により、10kw の設置としますが、補助金の活用または売電による費用対効果を考慮し、設置する発電

　　　容量については、継続して検討します。

　　b）地中熱利用

　　・本計画に適したシステムとしては、地中深く埋設したパイプにより、年間を通して温度が安定した地中熱を利用

　　　して冷暖房を行う地中熱源ヒートポンプ方式空調が考えられます。

　　・地中熱源ヒートポンプ方式は、ガスヒートポンプ方式と比較して省エネルギー性に優れるものの、補助金を活用

　　　できた場合でも設備費用が大きく、費用対効果が望めません。そのため導入は困難な状況ですが、近年設置事例

　　　が増加しており、技術的にも日進月歩であるため、継続して検討します。

　②蓄エネルギー

　　a）蓄電池

　　・太陽光発電による電力を蓄えることにより、夜間や災害時の電力供給源としても期待できる蓄電池の導入につい

　　　て検討しましたが、8年～ 13 年で電池交換が必要になる等、導入後の維持費の負担が大きく費用対効果が望めま

　　　せん。そのため導入は困難な状況です。

  　・ 太後の電力供給や電気料金の動向については不透明であるため、継続して検討しますが、停電、災害時の電源バッ 

　　  クアップについては自家発電設備にて対応することとします。

（３）エネルギーマネジメントシステム

　　・空調、照明、給排水等、建物全体の設備の運転状況やエネルギー使用量のデータを蓄積、分析できるエネルギー

　　　マネジメントシステムを導入し、エネルギー消費量の最適化、低減を図ります。

　　・本計画の建物規模と個別制御空調システムであること等を踏まえ、機能が簡潔で、コストも安価な「簡易 BEMS」

　　　を導入します。
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凡例凡例凡例

車いす利用者用駐車場

多目的トイレ

授乳室

バリアフリー対応ＥＶ

車いす動線

総合案内
カウンター
総合案内
カウンター
総合案内
カウンター

会議室会議室会議室

（仮）印西警察署分庁舎（仮）印西警察署分庁舎（仮）印西警察署分庁舎

市民活動センター市民活動センター市民活動センター
執務室執務室執務室

執務室執務室執務室

執務室執務室執務室

情報
コーナー
情報
コーナー
情報
コーナー

売店･軽食
コーナー等
売店･軽食
コーナー等
売店･軽食
コーナー等

市民ホール市民ホール市民ホール

共用エントランス共用エントランス共用エントランス

メインエントランスメインエントランスメインエントランス

市民活動エントランス市民活動エントランス市民活動エントランス

南エントランス南エントランス南エントランス

多目的スペース多目的スペース多目的スペース
東サブエントランス東サブエントランス東サブエントランス

１階平面図

８．ユニバーサルデザイン・バリアフリー計画

（１）基本的な考え方

　・庁舎では、障害のある方や高齢者、妊婦、乳幼児を連れた方など、すべての人が快適に利用で　

　きるよう、安全で使いやすい庁舎とするため、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関　

　する法律（バリアフリー新法）」や「千葉県福祉のまちづくり条例」に基づいた計画を行います。

（２）窓口部門の１，２階への配置

　・市民利用が多い窓口部門を１，２階に集約し、利用者の利便性を高めた計画とします。         

　　また、市民ホールには総合案内カウンターを設け、１～２階を吹抜けとすることにより、目的の

　　場所までのルートが、わかりやすく、案内しやすい計画としています。

（３）ユニバーサルデザインの考え方

　　誰もが利用しやすいユニバーサルデザイン庁舎とするため、次の点に配慮します。

　①アプローチ

　・敷地内の歩道は段差のない平坦なものとし、歩車分離を徹底します。

　・駐車場、駐輪場などから庁舎出入口までのアプローチは、段差解消、滑りにくい舗装材の使　　

　　用、必要箇所への手摺や誘導ブロックの設置、ゆとりある通路幅員の確保に配慮します。

　②車いす利用者駐車場

　・各エントランス付近に車いす利用者用駐車場を設け、車いすでの移動距離を短くする計画と　　

　　します。

　③窓口カウンター

　　・証明書の発行などの所要時間が比較的短い窓口にはハイカウンター、対面式でやり取りが必　

　　　要な手続きを行う窓口や、車いす利用者対応として、ローカウンターを設けます。　　　　　

　　　また、プライバシーに配慮が必要な窓口には、衝立付のカウンターを設置します。

　④エレベーター

　　・バリアフリー対応エレベーターを各棟のエントランスからわかりやすい位置に設けます。

　⑤トイレ

　　・多目的トイレを各階に配置し、オストメイト対応とします。

　⑥子供連れ・来庁者への配慮

　　・乳幼児を連れた方が安心して利用できるように授乳室を１階に設けます。

　　・トイレの個室にはベビーキープ（乳幼児用の椅子）の設置を計画します。

　⑦屋内通路

　　・段差のない滑りにくい材質の床仕上げとし、必要な箇所に手摺や誘導ブロックを設置します。

　⑧サイン・誘導計画

　　・高齢者、障害者、外国人等、庁舎を訪れる誰にでもわかりやすい色彩や番号表示、ピクトグ　

　　　ラムを併用したサイン計画とし、大きさ、位置を見やすくします。








